
|の機会にアタセスできな|ナればならない。

| こめような観点から、以下を実施すべきである。

・ 移動支援、身体介助tコ ミュニケーシ当シ支援などの福祉的支援は障害

者が文化・不ポーツ等を享受するために不可欠であることから、平成21年

末を目途に総合福祉部会において進められている福祉的支援の在り方の検

討に当たつては、こうした観点も踏まえた検討を行う。

|         【厚生労働省】

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

コ 障害者は、文イし、スポーツ、レクレ丁シヨン、余暇に参加、し、これに貢

献し、これらを楽しむ権利があることを確認すること。

障害者は文化的意欲が乏しいので意欲を喚起させなければならな
|ヽ
と9

誤解を招きかねない現行の「障害者に文化的意欲を起こさせ」という表現

は用いないこととし、障害者が文化を創造し、貢献する主体であることを

前提にした表現を用いること。

(政府に求める今後の取組IF関する意見)

○ 障害者が芸術菫文化活動をする際に必要な配慮や支援等が提供されるた

あの環境整備を図るための具体的方策を検討し、平成23年度内を目途にそ

の結論を得る。

○ 障害者スポーツ振興のためI「必要な環境整備を図るとともに、障害者ス

、ポーッあ指導者あ合成等あ在り芳について検討し、平成23年度内を目途に

その結論を得る。

(基本法改正に当たつて取府IF求ゅぅ事項に関する言早)

○ 障害者が文化・スポーツ等の分野において自主的に様々な活動をするこ

とができるようにするために必要な施策を講ずること。
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○ 文化 コスポーツ等の分野において、障害者は庇護の対象であるかのよう

な誤解を招 く表現は用いないこと。      |

14.3)所得保障

(推進会議の認識)        .               ´

1 人め生活を賄う所得は一般的には就労による所得と年金や手当などに大き |

|く 依存している。                           |
| しかし、障害者の場合、就労に関しては、障害者雇用促進法に基づく下般就

|

1労 における法定雇用率自体が全体としそ達成されたこともなく、働く希望を有
|

li _=、 ヮー由―′_‐ 41:と ■¬r4ュ rヾ十 二,I_― l、 ‐i、 工日」I工 「ヾヒZ           I
|し ている障害者に法制度自体が応えられていない現状がある。       |
| また、障害者自立支援法に基づく、就労継続支援B型において得られる工賃 |

|も 月額平均 1万 3千円程度である。

| さらIF、 障害基礎年金は、長年の労働による財産の蓄積が期待できないにも

|かかわらず、保険方式を原則|する年金制度においては例外的地位なるがゆえ

|に、老齢基礎年金を基本とした給付設計となつており、障害者の生活実態を踏

|ま えた住宅にかかる費用や障害ゆえに追加的に必要な費用を補填できる内容

|と はな'つ ていない。                        .
| このような社会保障制度のなかにあつて、障害者の所得水準は総合的に極め

て低い状態に置かれている。例えば、20～ 65歳未満の障害者は、福祉的就労を

含む「仕事あり」の比率においてさえ、全就労者が77.1%に対 して、障害者は

58.5%に とどまつている (*)3。 さらに、就労収入を含む総年間収入におい
|

ても、
「
障害者単身世帯においては、男性が約174万円二女性が92万円と、全就

|

労者の収入と比較して、男性が42.5%女性が3b.9%と 、著しく低い水準にとど
|

3遠山真世 (2008)「障害者の就労実態 :参加と自立を阻む要因」p.37(勝又幸子主任研究者『障

害者の所得保障と自立支援施策に関する調査研究』平成19年度総括研究報告書)
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|ま つ薫っている (*)f。つ Cし 0` ¥ヽノ
「

o                                      l

障害者も含めてすべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
|

有するところ、以上の状況からみると障害者が単身で暮らそうとしても、甲常
|

生活に必要な所得を就労や年金によることが困難な萩挽iこ置かれていること |

は明白であり:逆に言ぇげ、家族に体奪するか、公的扶助に依拠した生活平墜
|

施設や病院で暮らさざるを得ない状況にあることがわかる。

【公的年金制度改革における検討】

第二次意見にあるように、多くの障害者が国民一般の所得水準に達していな
|

い現状を踏まえ:障害者が障害のない人者と同等に地域社会で自立した生活を
|

営むことができるよう政府において平成25年常会に法案提出を予定している |

新たな年金制度創設に向けた議論と併せて、障害者が地域社会において自立し

た生活を営むために必要な所得保障の在り方について、給付水準と負担、並び

に稼働所得との調整の在り方を含めて検討を行うべきである。

基本法においては、地域社会で生活するに足りる所得保障の二環として、稼

働所得の不足分を補えるょうなと■学与もた年金、手当施策が取り組まⅢるが

き旨を反映すべきである。

【無年金障害者の所得保障】

同じく、第一次意見にあるように、国民年金制度の発展過程において生じた

1特別な事情等により、障害基礎年金の支給対象から除外されている無年金障害

1者 (20歳 以前の初診日認率ができない者、国籍条項撤廃時 (再鍵(昭和57■玉

11982)年 )に20歳以上の在日外国人障害者等)が:現在多数存在している。

| このような現状を受けて、学生無年金障害者等を福祉的措置によつて救済す

|る ために設けられた「特別障害給付全」の給付対象範囲の拡大を含め:無年金

1障害者の困窮状態の改善を図る措置を早急に講ずるべきである。

4土屋葉 (2003)『障害者の自立支援に向けた生活実態把握の重要性―「障害者生活実態調査」

の結果から一」』0.200,『季刊社会保障研究』VOI.44 No.2
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基本法においては、地域社会で生活するに足りる所得保障の一環として、無
|

年金障害者の救済を含みうる形で、手当などの施策が取り組まれるよう反映さ
|

れねばならない。

【経済的負担等の軽減】

住宅にかかる費用や障害ゆえに追加的に必要な費用等に関して、国及び地方

公共団体は、障害者の地域社会で生活する権利を促進し:その自立を支援する

ために、障害者及び障害者を介助する親族等の経済的負担の軽減を図らゎばな

らない。

その中でも大きな問題として提起された「障害福祉サービス」における利用

者負担の問題は、自立支援医療も含めて、応益負担を廃止することを前提に、

総合福祉部会の議論を踏まえて、利用にかかる負担の在り方を引き続き検討し

なければならない。              '
また、現行の経済的負担の軽減を図るための税制上の措置については、その

有効性を検討するべきである。

公共交通機関や公共的施設の利用料等の減免については、距離等の制限を見

直して日常生活に有効に機能するよう是正に努める。

さらに、これらの軽減措置において、障害種別・程度を判断基準とした医学

モデル的な観点からではなく、生活の実態に基づくニーズを判断基準とする社

会モデル的な観点から、その必要性が半1断 されるべきであり、不合理な格差は

なくさなければならない。

したがって、基本法においては、国及び地方公共団体は、障害者の自立支援

の観点から、障害の種別 口程度にかかわりなく、4障害者が置かれたその生活実

態に基づいて、障害者及び障害者を介助する親族の経済的負担の軽減を図るた

め、有効な税制上の措置、日常的に必要な公共交通機関や公共的施設の利用料

等の減免だけでなく、日常生活又は社会生活上必要な住宅にかかる費用や障害

ゆえに追加的に必要な費用に関しても軽減措置を図るべき旨を反映すべきで

ある。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

口 地域社会で生活するに足りる所得保障の一環として、稼働所得の不足分を
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口 地域社会で生活するに足りる所得保障の一環として、無年金障害者の救済
|

を含みうる形で、現行規定の手当などの施策が行われること。      |

: 国及び地方公共団体は、障害者の自立支援の観点から、障害の種別 1程度
|

にかかわりなく障害者の置かれた生活実態に基づいて、障害者及び障害者を
|

介助する親族の経済的負担の軽減を図るため、有効な税制上の措置、住宅に
|

力`かる費用■障暑ゆえ|三追カロ的に必要な費用等に関して軽減措耳を講ずる |

こと。                        、 :    |

(基本法改正に当たつて政府に求める事項に関する意見)

○ 障害者が地域社会において自立した生活ができるょう、年金、手当等の

+1度に関し必要な施策を講ずるとともに、税制上の措置、公共的施設の申l

用料等め減免その他必要な施策を講ずるなど障害者が障害のために追加的

に要する経済的負担の軽減を図るために必要な施策を講ずること。

154)政治参加

(推進会議の認識)        _________一 ―一一―一一一一¬
「

一―一―~十~~~~~― ―― ,一一一
のある議員の議会活動、障害者の政治

|1 政治参加の問題は、投票行為、障害

1活動への参加、議会や政治に関する情報保障、公的活動への参加等、幅広ぃ
|

1分野に及び下多くの課題を抱えている。

| たとえば、成年被後見人は、公職澤挙法における欠格条項により選挙権 ロ

1被選挙権を奪われ、国や地方公共団体の関連する審議会や検討会への参画に

|あたらて、障害の特性やニーズによる合理的配慮が行われない子とによつて、

1今的活動人の参加あ機会が奪わⅢうなど、政治参カロにかかわる障害に基づく

1制 限や排除、又塔災格条項の問題ぃ、障害に基づ く差別の
1問

題として、今後、

1毒男1禁上部会での議論を踏事え、引吉続き推進会議において検討を進めるこ

|と が必要である。      ,

1 逮拳等に関する情報提供や投票行為にかかる環境整備については、点字及

1至童声」1_事二選登全墾警p疑_釜±2になされていないことや、政見放送に
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おいて学幕、手話の付与が十分に|まなされていない等、障害者が情報を得る
|

ことが困難な状況がある。また、重度の在宅障害者等が対象になる郵便投票
|

が「自筆」を条件としていることや二投票所までの又は投票所内の移動、情
|

望アクセス及びその他や必要な配慮の確保などのす多くの不備があるなど、 |

公正かう適切な選挙の実施Q重点で大きな問題が指摘されている。

【選挙等に関する情報提供と投票のための必要な体制の整備】

国及び地方公共団体は、法律の定めるところにより行われる選挙、国民審

査又は投票において、障害者が障害者でない者と同等に容易に必要な情報が

提供され、投票することができる条件整備が必要である。       :

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者の選挙権及び被選挙権を障害のない人と平等に保障するために、

,障害の種別や特性に応じた必要な施策を講ずること。

・ 選挙等に関する情報の提供と投票を容易にする観点から、障害の特性に

配慮 した必要な体制を整備すること。

(基本法改正に当たもて政府に求める事項に関する意見)      
´

○ 選挙等の実施において、選挙等に係る情報の提供や投票等について障害

の特性に配慮した施策を講ずること。       、

1饉)司法手続

(推進会議の認識)

刑事訴訟手続きや民事訴訟手続きを始めとする司法手続きにおいては、障

害があるために意思表示や理解の面で制約を受けてし`る人に対する配慮が、

著しく欠けているとの指摘がある。例えば捜査段階においては、逮捕状の内

容や黙秘権などについて取調べ者がT般的な説明しかしないため、障害者は

何を言われているのか理解できず、有効・適切に自己防衛することができな

|い ことが多い。公訴、公判、刑の執行、拘禁施設全般にわたつても同様で、 |
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障害のある被疑者笠が意思表示等の面でどのような困難さをもつてぃるかを
|

把握、留意するとし`も通程は全くないという指摘がある。

民事手続において、もt口頭弁論手続のみならず、尋蘭や証拠調べ手続きt l

きらには、キ」決等の手続きにおいても、手続き上の配慮があるとい言い難ぃ。

さらに、民事訴訟手続や刑事訴訟手続等における障害者の当ミユニケ~シ

ョンの確保のために必要な人的、物理由支援に係る費用につし`ても、障害の

なし`人の場合と比較して不利益を負う状況にある。          :
類え、障害者への司法手続き上の手続的適正を確保以上のような状況を踏モ

し、もつてその権利を保障するための措置を講ずることが必要である。

【司法に係る手続笠と必要な配慮】

国及び地方公共団体は、障害者が被疑者、被告人、受刑者等の直接の当事

者の場合において、少年事件の手続き、捜査 (取調べ、実況見分、逮捕等)、

公判、判決、刑め執行、受刑を含む抑禁手続き及び処遇、民事事件における

国頭弁論、証拠調べや判決手続き等、手続き及び処遇全般にわたつて、障害

者の特性に応じた手続き上の配慮が必要であり、それらにかかる費用負担を

含め、そのために必要な措置を取らなければならない=がまた■障害者がユ

法関係者、参考人,証人、裁判員、傍聴者など間接的な関わりを持つ場合に

おいても:同様の措置が行われなければならない。         |

【コミユニケニシヨン手段等の確保措置】

由及む地方公共団体は、上記手続き及び処遇上の配慮1特 IF障冒者が必華

とする適切なコミュ尋ケーシヨン手段等を確保するための措置を諄ずるこ同

時に、これらのコミ三二ヶ―ション手段等についての情報を、障害者に青知

するべきである。このコミュニケーシヨン手段等には、手話通訳者、要約筆

記者、盲ろう通訳者、知的障冒者等べの説明者等の立会いによる情報保障を

含み、旬法機関としてこれらの者全の研修を行うべきである。

【司法関係者に対する研修】

国及び地方公共団体は、司法手続きに係る関係職員 (警察官及び滞1務 官三

を含む。)に対して、障害の理解及びと必要とされる手続き及び処遇上の配慮

に関して、研修を行うべきである。     |
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以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである:

・ 司法手続において、障害者が必要とする手続き及び処遇上の配慮、特に

適切なコミ三ニケーション手段等を確保するための措置を講ずること。

「 司法手続に係る関係職員 (警察官及び刑務官等を含む。)に対して、障害

の理解及びと必要とされる手続き及び処遇上の配慮に関して研修を行うこ

と。

(基本法改正に当たもて政府に求める事項に関する意見)

○ 司法手続において、障害の特性に応じたコミ三ニケ■ション手段の確保

等の必要な配慮がなされるとともに、関係職員に対して障害の理解等に関

する研修を行うなどの必要な施策を講ずること。

176)国際協力

(推進会議の認識 )

日本は、第ヰ1次及び第♀2次「アジア太平洋障害者の十年

麦麒嘉諄報拍 の提唱国として、NGO等 と協力しつつ、アジア太平洋における

障害分野の国際協力に積極的に貢献してきており、諸外国からも高い評価を

1受けている。今後も国連アジア太平洋経済社会委員会 (ESCAP)を中心に、

1更に積極的な役割を期待されている,さ らに、アフリカや中南米での実績も

|あ り、アジア太平洋地域を越えた広範な地域での活動を継続しt推進すべき

|で あるし由本はt障害分野での国際協力について、法的には直接的な規定を

1有 していないが、障害者権利条約は国際協力の必要性をうたつており、障害

1分野における国際協力を促進するためには、基本法に、国際協力に関する取

|´
り組みを行う言を盛り込む必要があるべきことを明記する必要がある。

| また、国際協力においては、障害に特化した国際協力事業だけでなく、あ

|ら ゆる国際協力事業について障害者が担い手及び受益者となりうるようア

|ク セシビリテイの確保等を重視するべきである。その際、外国政府や国際機

1関だげでな く、NGO等、特に障害者の組織 と共同 して取 り組むことが重要で
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1 以上を踏まえ、基本ホ1子
は次あ岬点を盛り込むべきである。

|・ 障害分野||おける国際協力に必要な取組を行うこと。

|

|“ 障害分野における国際協力は、外国政府、自際機関又は障害者の組織を

1 含む民間団体との連携により行うこと。   |

|"障 害分野における国際協力について、その取組の担い手及び受益者とし

| て障害者が参加できるように、国際協力事業全般のバリアフリニの促進と

| ともに、合理的配慮の提供を確保すること。       ‐

(基本法改正に当たつて政府に求める事項に関する意見)

○ 障害分野における国際協力を推進するため、外国政府、国際機関等との

相互あ蓮携や協力を図るために必要な施策を講ずること。

4.推進体制

1)組織

`豊

奏 委 誓 饗 壁 を __二 _十 ~~~二 ~_____一
一・

一
下

~~~T~

|【組織】

1 障害者権利条約では、監視機関 (モ ニタリング機関)について、締約国に

1対 してt自 国あ法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を監視する

|た めの枠組みを自国内において維持・強化菫設置することなどを要請してい

る。                  ―

(国)       .
1央障害者施策推進協議会及び推進会議を発展的に改組 し、障害当事煮、

学識経験者等で構成する審議会組織を新たに内閣府に設置すべきである。そ

の際ヾ当事者め意見を反映させる観点から、構成員の過半数を障害当事者と

■歪三主力:摯三二奎01__,___一―‐一 '一一‐―一―TT
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(地方 )

1各都道府県及び市町村において、実態を踏まえた実効性のある都道府県障
|

害者計画を策定し、地方においても障害者権利条約の理念を実現していくた |

めには、地方における施策の実施状況の監視を、協働による地域づくりとい

うた観点から行う権限を新たに付与するなどt現行の地方障害者施策推進協

議会の権限を強化し、当事者の意見を反映させる観点から、その構成員の過

半数を障害当事者とすることが必要である。

また、地方における障害者施策の多くは、市町村により実施されているこ

とから、市町村においても、現行の地方障害者施策推進協議会の権限を強化

した新たな組織を必置とすべきである.

2)所掌事務

(推進会議の認識 )

【所掌事務】

(国 )

国に置かれる審議会組織は、障害者施策の確実な実施を図るため、以下の

事務を担う必要がある。

日 障害者基本計画策定の際の意見具申を行うこと

口 障害者に関する基本的な政策に関する調査審議を行うこと

・ 障害者に関する施策の実施状況を監視し、必要に応じて関係各大臣に勧

告を行うこと

また、勧告が行われた場合に、関係大臣は、これに基づき講じた施策につ

いて、審議会組織に適切な期間内に報告を行わなければならないこととすべ

きである。

改革集中期間内にあっては、これらに加えて、障害者制度め集中的な改革

の推進めため、必要な調査審議を行うとともに、関:係本甲IF言見を述べられ

るようにすべきである。

また、調査審議を実効あるものとするため、関係各大臣に資料の提出や説

明など必要な協力を求めることや、意見具申を行えるようにすることが必要
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である。加えて、地方における障害者施策の推進状況を的確に把握するため、

地方の監視機関に対して、施策の実施状況の報告を求めることができるよう

|二十べきである。
1上

記のII霧を十全た果たすたあt撃視等の審議に当たつて、必要な情報保

障を含めた委員の適主な待輝の確保や必要な事務局体制の整備をすべきであ

る。  1            ′

(地方)

地方に置かれる審議会組織は、地方にお|す る障害者施策の実施を図り、堕

書著権利条約の理念を実現するため:現行め事務にカロえて:以下の事務を新

たに担う必要がある。

: 施策の実施状況の監視 (検証、評価、        事務を行うこと

(基本法改正に当たつて政府に求める事項に関する意見)

○ 中央障害者施策推進協議会及び障がい者制度改革推進会議を発展的に改

組し、障害当事者、学識経験者等で構成する新たな審議会組織を内閣府に

置くこと。                    .

○ 新たに国に置かれる審議会組織は、障害者基本計画及び障害者に関する

基本的な政策に関する調査審議を行うとともに、施策の実施状況を肇視し、

必要に応じて勧告を行うことができるようにすること。

○ 国に置かれる審議会組織は、改革の集中期間においてt制度改革の推進

に関する事項|三 っぃても調査審議を行うものとすること。

〇 国に置かれる審議会組織が任務を十全に果たせるようにするため、関係

行政機関、関係団体等に対し必要な協力を求めることができるようにする

こと。 i

O 地方に置かれる審議会組織は、写行あ事務に加えて、新たに施策の実施

状況に関する監視に関する事務を行うこと。       ,
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Ⅱ.「障害」の表記            :
(推進会議の認識)1 ‐

【作業チームの設置】   、 |

推進会議は、「障害」の表記に関する作業チニムを設置し、「障害」のほか、

「障碍」、「障がい」(fチャレンジド」等の様々な見解があることを踏まえ、

それぞれの表記を採用している障害者団体、地方/Ak共 団体、企業ヽ マスメデ

イア、学識経験者等ヰ010名 から、その考え方や運用状況等についてヒアリ

ングを行うとともに、障害団体関係者も含む二般からの意見募集を実施した:

同作業チームによる報告を受けた推進会議はその報告に基づき、現時点にお

ける考え方の整理と今後の課題について検討を行い、以下のことを確認した。

【表記問題に対する結論】

「障害」の表記については、様々な主体がそれぞれの考えに基づき、様々

な表記を用いており、法令等における「障害」の表記について、見解の一致

をみなかった現時点において新たに特定の表記に決定することは困難である

と判断せざるを得ない。

他方で、この度の様々な関係者、有識者からのヒアリング等を通じて、こ

れまで明らかになつていなかつた検討課題や論点も浮かび上がってきてお

り、今後「障害」の表記に関する議論を進めるに当たっては、以下の観点が

必要と考えられる。

・ T障害 (者 )」 の表記は、障害のある当事者 (家族を含む。)のアイデン

ティティと密接な関係があるので、当事者がどのような呼称や表記を望ん

でいるかに配慮すること。

・ 「障害」の表記を社会モデルの観点から検討していくに当たつては、障

害者権利条約における障害者 (persons with disabilities)の考え方、+
G手 ICI(国 際生活機能分類)あ障害概念、及び障害学における表記に関す

る議論等との整合性に配慮すること:

これ らを踏まえ、法令等における「障害」の表記についてはt当面、現状

の「障害」を用いることとし、今後、制度改革の集中期間内を目途に二定の
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1結論を得ることを目指すべきである。

|【今後の課題】

1 今後の取り組みとして、具体的には、以下あ取り組みが重要であるが、そ

|の際tl障害は様々な社会的障壁との相童作用によらて生ずるものであるキい

|う 障害者権:J条約の考え方を念頭に置きつつ:それぞれの表記|こ 関すぅ考え

1方 を国民に広く紹介 し、争尋争Fの議論を喚起するとともに:その動向やそ

|れぞれの表記め普及林況等を津爆 じ|が ら、今後、更に推進会議においても

1検討を進め、意見集約を図つていく必要がある。

なお、表現の多様ll■ を確保する観点から自治体等が「障碍」という毒記を

使いやすくするべきとの言見もあり、「碍」を常用漢字に追加するよう提言す

ることの適否について、併せて検討すべきである。        '

以上を踏まえて、次のことを行うべきである。

・ 各種シンポジウムや障害者週間等の啓発事業を通じて、「障害」のそれぞ

れの表記に関する議論を紹介するとともに、幅広く様々な主体における議

論を喚起していくこと。

「障害」のそれぞれの表記の普及状況について、定期的に調査を行うな

ど、その把握に努めること。

・ 近年、国会においても「障碍」や「障がい」等の表記を挙げて、「障害」

の表記の在 り方に関する議論が度々なされており、このょうな動向も注視

しつつ検討を進めること。
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